
 

　松原市立松原第五中学校　進路通信  №４      令和 ６年 4月 17日 

                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五中ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　  

 

 

 

 

 

進路通信でお知らせすること 

　進路通信　のびる【NOBIRU】が持つ意味。 

　のびるという言葉は五中の校歌にでてきます。 

　校歌１番  伸びよ　はばたけ　若いちから…… 

　 

　辞書で【伸び】を調べてみると次の3つの意味がありました。 

  ・長く伸びたり広がったりすること。また、その程度。 

　・勢いや力が増すこと。また、その程度。 

　・疲れたりしたときに手足を伸ばすこと。 

 

　皆さんが「伸びる」ために、進路通信では進路選択に関する情

報、高校からのお知らせ、体験入学やオープンスクールの紹介、

奨学金の案内、勉強方法のアドバイス等も紹介します。 

　進路通信はまず、配られたら各自で隅々まで読むこと。自分に

関係がなさそうでもまず読んで、自分に必要かどうか判断してく

ださい。 

　次に大切なことは進路通信は家に持って帰って、保護者の方に

読んでもらうこと。学校からのお知らせが家に届かないと、保護

者の方からよく聞きます。進路通信に限らず、学校からのお知ら

せは必ず家に持って帰って読んでもらう

こと。自分勝手に判断してゴミにしてはいけません。 

　ポスターや掲示物、教室おきの資料などへのいたずらは無いと信じ

ています。皆さんの大切な情報です。 

　また、体験入学などは、保護者の方も参加できるものが多くありま

す。自分勝手に判断するのではなく、親子で体験することで得られる

情報も増えるはず。進路通信をきっかけに進路のことを保護者の方と

話す時間をつくりましょう。 

 

奨学金…　なに？ 
しょうがくきん

　中学校までの教育は義務教育と言います。義務教育は、国民が共通に身に付けるべき公教

育の基礎的部分を、だれもが等しく享受(きょうじゅ)し得るように制度的に保障するものです。

公立の学校では授業料がかからないことや、教科書が無償でわたされるのも、この考え方が

制度化されたからです。                            ホームページより 

　しかし、高等学校や専修学校、専門学校等に進学する場合、今までの義務教育と違って、

授業料や教科書代などが必要になってきます。徒歩で通えない学校の場合は交通費など、中

学校までとは大きく変化します。 

　特に私立高校の場合は、初年度だけで70万～100万円、公立高校では10万～20万円ぐら

いの経費（公立高等学校授業料無償化、私立高校授業料無償化(大阪府独自)や軽減など保護者

の収入によって支援があります）が必要になります。 

　経済的な理由で進学をあきらめることは、絶対にあってはいけません。教育の機会均等を

保障する制度のひとつが奨学金制度です。中学校を通して募集案内が来ているものを順次紹

介します。　　　　　　　　　　　　　※借りたお金は最終学校を卒業後分割で返済します。 

 

 

公益財団法人　 「川口交通遺児育英会」 
　 　 　 　 　 　 　 　 高等学校・高等専門学校予約募集の案内 

 

事業の目的：大阪府在住もしくは出身の者、または大阪府下の学校に在学する者のうち保護 

　　　　　　者が交通事故で死亡したり、負傷のため著しい後遺障害があって働けなくなっ 

　　　　　　たりした御家庭で、高等学校または高等専門学校への就学が経済的に困難とな 

　　　　　　った生徒に対し、奨学金を給付して援助を行ない、社会に有用な人材を育成す

　　　　　　る事業を行っています。奨学金は、高等学校または高等専門学校卒業後に返済

　　　　　　する必要はありません。希望者には、入学資金の給付も行っています。 

 

資格・条件：学校教育法による高等学校または高等専門学校に進学を希望する令和６年度に

　　　　　　中学校第3学年に在学中の者で、保護者等が交通事故で死亡、あるいは負傷のた

　　　　　　め著しい後遺障害（自動車損害賠償保障法施行令別表第１級から第３級までの

　　　　　　障害）のため働けなくなった家庭にあって、学費の支弁が経済的に困難である

　　　　　　者のうち、学業、人物ともに優秀な者を募集します。なお、奨学金規程・奨学

　　　　　　生選考基準により選考します。 

 

出 願 期間：令和６年６月３０日までに出願手続きをとる。 

採用予定人員：約5名             

奨学金の額：月額２０，０００円です。正規の卒業期までの期間 

入学資金給付額：100，000円以内です。 

出願手続き：在学している学校長を経て提出 

　　　　　　①奨学生願書      ②在学証明 

　　　　　　③交通事故証明 

　　　　  　④交通事故で死亡または負傷した方と本人の続柄を証明する書類 

          　⑤後遺障害等の程度を証する証明書 

　　　　　　⑥成績証明書 

          　⑦所得証明書または生活程度を証する証明書 

 

問い合わせ先：公益財団法人 川口交通遺児育英会 

            〒542－0081 大阪市中央区南船場4-12-8 

　　　　　　　　　　　　　 関西心斎橋ビル９階 税理士法人陽光内 

　　　　　　　　　　　　    ℡．06-6121-2525 


